
相
　
談

お
知
ら
せ

募
　
集

  

平
成
29
年
度
年
金
支
払
日
・

  

変
更
手
続
き
締
切
日

▼
定
期
支
払
日

　
平
成
29
年…

6
月
15
日
、
8
月

　
15
日
、10
月
13
日
、12
月
15
日

　
平
成
30
年…

2
月
15
日
、
4
月

　
13
日

▼
定
期
締
切
日
（
死
亡
に
よ
る
支

　
払
保
留
、受
取
口
座
変
更
等
）

　
平
成
29
年…

7
月
13
日
、
9
月

　
13
日
、11
月
15
日

　
平
成
30
年…

未
定

※

締
切
日
を
過
ぎ
た
死
亡
届
（
死

　
亡
に
よ
る
支
払
保
留
の
連
絡
）

　
は
、
お
振
込
停
止
の
処
理
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

※

締
切
日
を
過
ぎ
た
お
受
取
口
座

　
の
変
更
は
、
提
出
後
、
初
回
の
お

　
振
込
先
は
従
前
の
口
座
に
な
り

　
ま
す
。
口
座
解
約
さ
れ
ま
す
と
、

　
お
振
込
が
で
き
な
か
っ
た
分
の

　
お
受
取
に
か
な
り
の
期
間
を
要

　
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご

　
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
課  

国
保
年
金
係
（
☎
０

９
７
８-

62-

1
8
0
6
）、
別
府
年

金
事
務
所
（
☎
０
９
７
７-

22-

５

１
１
１
）

  

労
働
保
険
年
度
更
新
の

  

お
知
ら
せ

　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用

保
険
）
は
、
毎
年
、
年
度
更
新
手
続

き
期
間
中
に
前
年
度
の
保
険
料
の

確
定
精
算
を
行
う
と
と
も
に
、
新

年
度
の
概
算
保
険
料
の
申
告
・
納

付
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
年
度
更
新
手
続
き
期
間
】

　
6
月
1
日
㈭
～
7
月
10
日
㈪

※
平
成
29
年
度
に
つ
い
て
は
雇
用

　
保
険
料
の
変
更
が
ご
ざ
い
ま
す

　
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問  

大
分
労
働
局
労
働
保
険
徴
収

室（
☎
0
9
7‐

5
3
6‐
7
0
9
5
）

 

大
分
県
難
聴
者
協
会 

茶
話
会

　
大
分
県
難
聴
者
協
会
は
中
途
失

聴
者
・
難
聴
者
の
自
助
グ
ル
ー
プ

で
す
。
聞
こ
え
の
悩
み
を
分
か
ち

合
い
、
明
る
く
生
き
る
足
が
か
り

を
作
り
ま
す
。
要
約
筆
記
の
支
援

も
受
け
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
取
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】　
6
月
17
日
㈯
、
7
月
9

日
㈰
、8
月
12
日
㈯

【
時
間
】　
10
時
～
12
時

【
場
所
】
　
大
分
県
聴
覚
障
害
者
セ

ン
タ
ー（
大
分
市
大
津
町
）

【
参
加
費
】
　
無
料

◎
申
込
不
要

問
■申  

大
分
県
難
聴
者
協
会
〔
小

倉
〕（
☎
0
8
0‐

1
7
4
2‐

1
2

6
1
）（
F
０
９
７
７-

75-

7
6
4

5
）（
to

g
u
ra

7
2

＠g
m

a
il.c

o
m

）

  

休
日
エ
イ
ズ
検
査

  　

 

6
月
1
日
～
7
日
は
「
H
I
V

検
査
普
及
週
間
」で
す
。

　
エ
イ
ズ
の
原
因
と
な
る
H
I
V

に
感
染
し
て
い
る
か
は
、
血
液
検

査
で
簡
単
に
調
べ
る
事
が
出
来
ま

す
。
検
査
は
匿
名
・
無
料
で
、
結
果

は
採
血
後
約
30
分
で
判
明
し
ま
す
。

【
日
時
】　

6
月
3
日
㈯

　
　
　
　
9
時
～
16
時

【
場
所
】　

東
部
保
健
所(

別
府
市

鶴
見)

◎
前
日
ま
で
に
要
電
話
予
約

問
■予 
エ
イ
ズ
相
談
電
話
（
☎
０
９

７
7-

67-

7
0
4
0
）

  

第
22
回 

日
出
支
援
学
校

  

学
校
公
開

【
日
時
】
　
6
月
28
日
㈬

9
時
～
12
時
‥
学
校
説
明
、
公
開

授
業
／
13
時
～
‥
教
育
相
談

【
場
所
】
　
日
出
支
援
学
校
（
日
出

町
大
神
）

問 

日
出
支
援
学
校（
☎
0
9
7
7
‐

72-

2
3
0
5
）

 

大
分
髙
専
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

 

パ
ス
2
0
1
7

　「
髙
専
」
を
体
験
で
き
る
1
日
で

す
。
幅
広
い
世
代
の
方
に
お
楽
し

み
い
た
だ
け
ま
す
。

【
日
時
】　
7
月
2
日
㈰

　
　
　
　
9
時
30
分
～
15
時

【
場
所
】　
大
分
工
業
髙
等
専
門
学

校（
大
分
市
牧
）

【
内
容
】　
髙
専
生
が
行
う
体
験
学

習
や
模
擬
実
験
、学
校
説
明
会
等

問 

大
分
工
業
髙
等
専
門
学
校 

総

務
課
企
画
係（
☎
０
９
７-

5
5
2-

6
4
5
0
）

  

親
御
様
の
た
め
の

  

婚
活
無
料
相
談

　
完
全
予
約
制
の
個
別
相
談
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】　

6
月
20
日
㈫
、7
月
18

日
㈫
　
10
時
～
17
時

【
会
場
】　

H
&
B
サ
ロ
ン
（
別
府

上
人
西
町
）

【
対
象
】　

独
身
の
お
子
様
を
持
つ

親
御
様
、ご
本
人
様
で
も
可

【
予
約
受
付
時
間
】　

9
時
～
18
時

（
土
・
日
曜
日
除
く
）

問
■予  

（
特
非
）H
&
B（
☎
0
9
7

7-

75-

9
8
8
4
）

  

南
九
州
税
理
士
会

  

も
し
も
し
税
金
相
談
室

　
税
理
士
が
、
電
話
に
て
税
金
に

関
す
る
相
談
に
無
料(

20
分
以
内)

で
応
じ
ま
す
。

【
相
談
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
】

0
1
2
0
‐
3
7
3
‐
6
7
8

【
相
談
時
間
】　

10
時
～
16
時（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
、
夏
期
、
年
末
年
始

等
を
除
く
）

※
受
付
担
当
者
が
あ
な
た
の
お
住

　
ま
い
の
地
域
と
電
話
番
号
を
お

　
尋
ね
し
、
お
近
く
の
税
理
士
か

　
ら
直
接
お
電
話
い
た
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
南
九
州
税
理
士
会
の

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://m

k
z

　e
i.o

r.jp/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

南
九
州
税
理
士
会
事
務
局
（
☎

０
９
6-

3
7
2-

1
1
5
1
）

  

パ
ソ
コ
ン
教
室（
第
２
期
）

  

受
講
生
募
集

　
杵
築
中
央
公
民
館
主
催
「
パ
ソ

コ
ン
教
室
」（
７
・
８
月
度
）
の
受

講
生
を
募
集
し
ま
す
。
各
コ
ー
ス

共
に
全
６
回
、
７
月
第
１
週
か
ら

の
開
講
予
定
で
す
。

【
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　

【
受
講
料
】　
３
０
０
０
円
（
別
途

テ
キ
ス
ト
代
１
５
０
０
円
必
要
）

【
定
員
】　
各
コ
ー
ス
７
人

【
募
集
締
切
】　
６
月
16
日
㈮

【
申
込
先
】　〔
講
師
〕
藤
原
家
具
マ

ル
チ
メ
デ
ィ
ア
事
業
部（
☎
0
9
0-

3
6
0
0-

9
7
7
4
）

問 

杵
築
中
央
公
民
館（
☎
0
9
7

8-

62-

2
4
9
9
）

問‥問い合わせ先／■予 ‥予約先／■申 ‥申込先／F‥FAX番号

「部落差別の解消の推進に関する法律」について

　「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成28

年法律第109号）【部落差別解消推進法】が2016

（平成28）年12月16日に公布、施行されました。

　部落差別とは、日本社会の歴史的発展の過程で

形づくられた身分階層構造に基づく差別により、

日本国民の一部の人々が、長い間経済的・社会的・

文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で

様々な差別を受けるなどしている、わが国固有の重

大な人権問題です。残念ながら、今なお、こうした

人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほ

か、差別的な内容の文書が送付されたり、インター

ネット上で差別を助長したりするような内容の書き

込みがなされるといった事案が発生しています。

　この法律は、部落差別の解消の必要性について

国民の理解を深めるよう努めることにより、部落

差別のない社会を実現することをめざしたもので、

国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関

する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進

を求めています。

　市では、法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決

のため国・県等と連携しながら引き続き積極的に

取り組みます。

　なぜ、この法律ができたのか、そして誰もが幸せ

に暮らすために大切なことは何なのかを一緒に考

えてみましょう。

　市民一人ひとりが力を合わせて、差別や偏見の

ない豊かな明るい社会を築きましょう。

〔社会教育課、人権・同和対策課、隣保館〕

気づき NO.11

人権コラム

コース名 曜日 時間 内容

初 級

E x c e l

W o r d

木

火

火

14時

～
16時

14時
～

16時

19時

～

21時

初心者向けの
基本的な内容

エクセルの基
本と活用

ワードの基本
と活用

※申込状況により内容を変更する場合があります。

債務関係
（常時無料）

一般民事
（毎週月曜日）

交通事故
（常時無料）

古庄総合法律事務所弁護士法人

>>>> 杵築裁判所となり>>>> なんでもご相談ください

＜要予約＞営業時間9：00～17：00　杵築市大字杵築1318番地

無料法律相談も充実！

詳しくはインターネットで検索 ください ! !

0978-64-0808
その他の相談は有料となります

ホームページ  http://www.kosholaw.com

お問合せ・お申込み (受付時間／午前9：00~午後6：00)

〒879-1502　日出町藤原5708-3℡ 0977-72-8336
見 学・相 談 随 時 受 付 中

■ 介護老人福祉施設

■ ショートステイサービス

■ 居宅介護支援事業所

■ 通所介護（デイサービス）

■ 訪問介護（ホームヘルプ）

■ 訪問看護ステーション

■ サービス付き高齢者向け住宅

■ 配食サービス／介護タクシー

■ 障がい者グループホーム

■ 障がい者相談支援センター

社会福祉法人  暘谷福祉会

高齢・障がい者福祉施設 暘谷苑
よ う こ く え ん

秘書広報課 秘書広報広聴係　☎0978-62-1800(内線204)

1819 広報きつき   2017年6月号

問‥問い合わせ先／■予 ‥予約先／■申 ‥申込先／F‥FAX番号


